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消費生活に必要な知識をアップデー

トして、コロナ禍や物価高に負けな

い消費者力を身につけましょう。 

 受講方法は、会場・オンラインが

選べます。 

① 会場受講：福井県民生協本部センター 会議室 

② オンライン受講：Zoomによるリアルタイム配信 

③ お申込み：ホームページ https://www.kuranavi.jp 

会場でご受講の場合、お電話でも承ります 

福井県消費生活センター メールマガジンより 

自転車条例～子供は必ずヘルメット着用を～ 

自転車を利用中の交通事故防止と被害の軽減、事故被害者

の救済を目的とした「福井県自転車条例」が 2022年 7月 1

日に施行されました。 

 条例では、自転車を利用して他人にけがをさせた場合に

備え、相手の生命・身体等の損害を補償できる保険への加

入が義務付けられました。利用者自身や家族が加入してい

る自動車保険、火災保険などの特約に自転車事故関連の補

償が含まれているか確認し、ない場合は別途加入する必要

があります。 

 また、子供はヘルメット着用が努力義務となりました。

子供がヘルメットをかぶらずに自転車で転倒し、頭などを

打つ事故が報告されています。頭部の損傷は重大な障害に

につながるおそれがあり、ヘルメットは万一の事故の際に

頭を守るのに有効です。保護者は、子供が自転車に乗る時

には必ずヘルメットを着用させましょう。 

 自転車の不具合も事故につながります。定期的に保護者

が点検したり、お店に整備を依頼したりすることが事故の

予防になります。 

日程 時間 演題 講　師

10/8（土）
10：00

～11:30
人生100年時代　知らないと損する !?

資産運用のメリット・デメリット

暮らしのマネープラン相談センター福井
所長　堂埜　聖氏

10/28（金）
18：30

～20：00
ﾄﾜｲﾗｲﾄ

あの手この手の消費者トラブル
～クイズで賢く学びま笑～

消費生活専門相談員
中嶋 恵美氏

11/12（土）
10：00

～11：30

キャッシュレス・デジタル社会の加速！
今さら聞けない新しいお金の流れと形、

その付き合い方

株式会社 優益FPオフィス
代表取締役

ファイナンシャルプランナー(CFP)
佐藤 益弘氏

低カロリーでも栄養豊富なきのこは、旨味も 

たっぷり。秋の味覚を取り入れて、季節の食

卓を楽しみましょう。 

講師：出倉 弘子氏  

参加費：1800 円（くらなび会員 1500 円） 

★10:00～13:00 エプロン、筆記用具をお持ち

ください。            

「エシカル消費に関するクイズ」に答えて、福井県

産品をあてよう！ご応募には,インスタグラムまた

はツイッターのアカウントが必要です。エシカルチ

ャレンジ 2022 の公式インスタグラムまたはツイッ

ターをフォローして、ご応募ください。 

https://www.kuranavi.jp/
https://www.kuranavi.jp/

